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さ い た ま 地 方 検 察 庁 の 組 織 機 構

・

・

・

・ 検事正を補佐するとともに検事正の命を受けて職員を指揮監督します。

　交通事故，交通違反や，これに関連した事件の捜査
及び処分の決定等に関することを担当しています。
　交通事故を起こしたり，交通違反を犯すと，一般的に
は，運転免許の停止・取消といった行政処分と刑事処
分の双方が科せられますが，検察庁交通部では刑事処
分（起訴・不起訴の判断）を担当しています。

　検察庁で行う捜査は，警察等から送致される事件に対
するものが多数を占めますが，特別刑事部では，他の
捜査機関からの送致事件だけではなく，独自捜査によ
る汚職事件や国税局と協力して行う脱税事件等の捜査
及び処分の決定等に関することを担当しています。
　独自捜査とは，自ら証拠を収集して捜査するほか，告
訴・告発・投書などを端緒として捜査を行うものです。
　また，警察等から送致される公安事件，労働事件，財
政経済事件の捜査及び処分の決定等に関することも担
当しています。

・ 　刑事部，交通部，特別捜査部が起訴（公判請求）した
事件の裁判に立ち会い，証人尋問を行ったり，証拠物
や供述調書などの証拠を裁判所に提出して被告人が有
罪であることなどを証明する公判遂行（刑事裁判）に関
することを担当します。
　裁判の最後には，犯罪事実及び法律の適用や求刑に
ついての意見を述べます。

情報ｼｽﾃﾑ管理課

・

地方検察庁の長として，さいたま地方検察本庁及び管内支部，区検察庁の
職員を指揮監督します。

　組織・運営に関する企画・調査，教養
指導，検察審査会，被害者支援等に関
する事務を担当しています。

　情報処理システムの管理等及び統計
に関する事務を担当しています。

　殺人などの凶悪犯罪をはじめ，傷害，窃盗，詐欺など
日々発生する多種多様な事件（交通部と特別刑事部が
担当する事件を除いた全ての事件）の捜査及び処分の
決定等に関することを担当しています。
　原則として，検察官と検察事務官がペアになって捜査
を担当し，取調べのとき以外は，いわゆる大部屋で複数
のペアが執務しています。

企 画 調 査 課

　事務監査等に関する事務を担当して
います。

・

監 査 室



・

・

・

・

・

・

証 拠 品 担 当

執 行 担 当

徴 収 担 当

特 別 執 行 担 当

記 録 担 当

犯 歴 採 証 担 当 ・

　罰金，科料などの徴収金に関す
る裁判の把握から，納付告知，督
促，強制執行，罰金等未納者に
対する収容等に関する事務を担
当しています。

　逃亡している被疑者・被告人な
どの所在調査，逮捕，収容等に
関する事務を担当しています。

　裁判が確定した後に裁判所から
引き継がれた訴訟記録及び検察
官が不起訴にした事件の記録を
所定の期間，保管・管理する事務
を担当しています。
　また，訴訟記録等の閲覧請求に
関する事務も担当しています。

　検察官からの依頼により被疑者
の犯罪歴を調査し，その結果を前
科調書として作成するなど有罪裁
判を受けた人の犯罪歴の調査・
管理に関する事務を担当していま
す。

　報道機関等との連絡調整，広報活動
（出前教室・移動教室，各種説明会等）
に関する事務を担当しています。

　警察等から送られてきた事件が
法律に定められた手続に従って
いるかどうかを確認して受理する
事件受理手続や起訴状が適正に
作成されているかなどを確認して
裁判所に送付するなどの事件処
理手続に関する事務を担当して
います。

　被疑者が逮捕された事件につ
いての勾留状等の令状請求手続
やその執行に関する事務を担当
しています。

　警察等から送られてきた証拠品
について，所有者等の財産権を
保護するとともに裁判における証
明資料として滅失や変質のないよ
うに保管し，事件処理の推移に
よって還付，廃棄などの処分を行
う事務を担当しています。

・

　死刑及び自由刑（懲役・禁錮又
は拘留）などの裁判の把握から刑
の執行指揮等に関する事務を担
当しています。

検 察 広 報

検 務 部 門

事 件 担 当

令 状 担 当 ・



注） 説明の便宜上，一部，正式な組織名と異なる名称を用いています。

・

・

支 部

区 検 察 庁

事 務 局

総 務 課

会 計 課

さいたま，久喜，大宮，川口，川越，飯能，所沢，熊谷，本庄，秩父，越谷
の１１庁

　予算の管理・執行，物品・国有財産の
管理等に関する事務を担当しています。

越谷支部，川越支部，熊谷支部，秩父支部の４支部

　庶務，文書の授受・発送等に関する事
務を担当しています。

人 事 課 ・ 　人事管理，厚生等に関する事務を担
当しています。


